
事 務 連 絡                                                           

    令 和 3年 11月 4日 

 

会員団体の長 様 

 

一般社団法人岩手県芸術文化協会 

会 長  柴 田 和 子 

 

新型コロナウィルス感染状況に応じたイベント開催制限等の取り扱いについて 

  お世話になっております。 

  このことについて、文化庁政策課長から、今後の取り扱い等について、下記のとおりお知らせが 

ありましたので、よろしくお願いいたします。 

  引き続き、新型コロナウィルス感染拡大防止については、最新の情報をご確認のうえ、安全確保 

に留意していただきますようお願いいたします。 

                                            記 

   1  現段階（11月1日～当分の間）におけるイベントの開催制限等 

   (1)  収容率  

・大声無しの場合 100％以内（この判断は、実態に照らして、個別具体的に判断。） 

・大声有りの場合  50％以内 

     (2) 人数制限 

      5,000人又は収容定員の50％以内のいずれか大きい方 

   2  県等への事前相談 

    全国的・広域的異動を伴うイベント又は1,000人以上が参加するイベントの開催を予定する 

場合には、別紙により、開催要件等について、県に事前に相談すること。 

  3  今後のイベント開催制限等 

    現在、国においては、「ワクチン・検査パッケージの活用及び感染防止安全計画の都道府県 

   による確認を受けた場合には、現行の人数制限を上回る人数及び収容率100%でのイベントの実 

   施を可能とする。」等の見直しを検討していますが、見直しの決定までは、上記1の開催制限と 

   なりますので、ご承知おき願います 

 

 

 

   

〈担 当〉 一般社団法人岩手県芸術文化協会 事務局（佐々木） 

電話 019-626-1202   Eメール geibuniwate@aurora.ocn.ne,jp 

 


